
不動産売却の確定申告 
                                          

 

日本トップクラスの実績を誇る不動産売却の確定申告サービス 

 

 

１．不動産税理士が担当になります 

・通常の申告業務に加えて、不動産の税金や相続対策なども相談できます。 

 

２．税務調査に強い 

・税務調査のリスクや調査で見られやすい・狙われやすいポイントを解説します。 

 

３．税務リスクを判定 

・税務リスクがある場合には、リスク判定書を基に具体的なリスクを税理士が算出します。 

 

４．不動産のご相談（売買、土地活用、修繕、管理など）にも対応します 

・「士業御用達の不動産コンサルタント」を紹介、または連携してサポートします。 

 

５．お客様の負担軽減 

・必要書類リストを活用し、お客様の負担を軽減します。 

 

６．不動産購入時の資料が不足している方の申告にも対応します 

・お手元にある資料や経緯から、概算取得費以外の方法も検討します。 

                                                                                    

                                                     

【報酬について】 

 

確定申告  総額 １０万円～ （税抜） 目安：不動産売却価格の 0.3％～1％ 

 

✔お客様のご要望を考慮してオーダーメイドにて対応しています。 

✔報酬は「売却収入の額」等により、当社報酬規程に準じて算定します。 


